
町からのお知らせ

●住宅名：和光町町営住宅
●�概要：４階建集合住宅２階１戸（１LDK、43.79㎡）
　※エレベータ設備有※駐車場１台分有※単身可
●家賃：14,800円～

●敷金：家賃３か月分
●入居時期：３月下旬以降
●申込期限：3/15㈮
※申込資格など、詳細は町HPをご確認ください。

町営住宅入居者募集

■問・申込み：建設課都市計画係 0234-42-0860

　ハナブサ醬油、亀ノ尾の里資料館、清川関所の雛人形をバスで巡る旅。御殿茶屋にて蕎麦の昼食、茶道体験付き。　ハナブサ醬油、亀ノ尾の里資料館、清川関所の雛人形をバスで巡る旅。御殿茶屋にて蕎麦の昼食、茶道体験付き。
庄内町で春の訪れを感じませんか？庄内町で春の訪れを感じませんか？
●●日時日時：3/24㈰�10:00～14:00　●：3/24㈰�10:00～14:00　●集合場所集合場所：余目駅前クラッセ　：余目駅前クラッセ　
●●定員定員：先着20人　●：先着20人　●参加費参加費：3,000円：3,000円
■�■�問・申込み問・申込み：町観光協会：町観光協会 0234-42-29220234-42-2922

どなた
でも 米のふる里庄内町～歴史を満喫♪レトロなお雛めぐり～

どなた
でも 清川関所のひなまつり

①�申込書（住所、氏名、職業、電話番号を記載したも
の）〈形式自由〉
②�自己推薦書または、子ども・子育て支援について考
えていること〈形式自由〉
●募集期限：3/15㈮
●�採否告知：応募された方全員に文書で採否をお知ら
せします。

●�応募方法：①②を持参、FAXまたはメールで提出。
　①�住所、氏名、職業、電話番号を記載したもの〈形
式自由〉

　②�環境問題に対応する町づくりについて考えている
こと〈形式自由〉

●募集期限：3/19㈫

子ども・子育て支援を考えてみませんか？
庄内町子ども・子育て会議委員募集

庄内町環境エネルギー協議会委員募集

■問・申込み：子育て応援課子育て支援係 0234-42-0171
　　　　　　　 0234-42-0894 kosodate@town.shonai.yamagata.jp

■問・申込み：環境防災課温暖化対策係 0234-43-0256
　　　　　　　 0234-42-0893 shinene＠town.shonai.yamagata.jp

●募集人員：2人以内
●応募資格：次のいずれにも該当する方
　①庄内町の子ども・子育て支援に関心を持っている方
　②年間４回程度開催する会議に出席できる方
※平日の日中開催を原則とします。
　③20歳以上の方
●任期：委嘱の日から令和７年12月31日まで
●�応募方法：①②を持参、FAXまたはメールで提出。

●募集人員：2人以内
●�応募資格：町内に在住し、自然・生活環境やエネル
ギー問題に関心のある方で年２回程度の会議に出席
できる方
※平日の日中開催を原則とします。
●任期：令和６年４月１日～令和８年３月31日

箏演奏と御抹茶の会箏演奏と御抹茶の会
●●日時日時：3/28㈭、4/3㈬�12:00~14:00：3/28㈭、4/3㈬�12:00~14:00
●�●�内容内容：「手打ちそば」をメインにした「お雛様御前」の提供と、箏演奏と抹茶の提供。：「手打ちそば」をメインにした「お雛様御前」の提供と、箏演奏と抹茶の提供。
●●参加費参加費：1人1,800円※要事前予約：1人1,800円※要事前予約
ひな人形の展示ひな人形の展示
●●期間期間：4/7㈰まで：4/7㈰まで
●●内容内容：清川に伝わるひな人形を展示します。：清川に伝わるひな人形を展示します。
■�■�問・申込み問・申込み：：清川歴史公園清川関所清川歴史公園清川関所 0234-25-58850234-25-5885

　特定公共賃貸住宅とは中堅所得者向けの賃貸住宅です。
●概要：①木造平屋建１戸（３LDK、81.15㎡）
　　　　②木造平屋建１戸（３LDK、82.80㎡）
●家賃：①68,000円、②73,000円
　　　　※駐車場２台分有※単身不可

●敷金：家賃３か月分
●入居時期：３月下旬以降
●募集期限：3/15㈮
●その他：応募多数の場合は抽選となります。
※詳細は町HPをご覧ください。

特定公共賃貸住宅入居者募集

■問・申込み：建設課都市計画係 0234-42-0860

○国民年金保険料学生納付特例制度
　20歳以上の方は、国民年金に加入しなければなりま
せん。しかし、学生の方は国民年金保険料の納付が猶
予される「学生納付特例制度」を利用できます。
　マイナンバーカードをお持ちであればマイナポータ
ルのサイトから申請が可能です。役場窓口で申請する
際は学生証の写しか在学証明書をご持参ください。
●�対象：学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大
学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学
校（修業年限１年以上である課程）に在学する学生

○令和５年度に学生納付特例を申請された方へ
　令和６年度も引き続き在学予定の方には、４月初め
にハガキ形式の学生納付特例申請書が日本年金機構か
ら送付されます。
　同一の学校に在学されている方は、ハガキに必要事項
を記入し返送することで、令和６年度の学生納付特例を
申請できます。（在学証明書、学生証の写し不要）
※�令和６年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料
の納付を希望される場合は納付書を送付しますので、
お近くの年金事務所にご連絡ください。

国民年金学生納付特例制度

■問・申込み：鶴岡年金事務所 0235-23-5040、税務町民課町民係 0234-42-0133

15 2024.3月　広報しょうない 広報しょうない　2024.3月 14


